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「京都ビジネス交流フェア 2020」展示会場 

装飾及び印刷物等作成・発送業務に関する仕様書 

 

１ 委託業務名 

  「京都ビジネス交流フェア 2020」展示会場装飾及び印刷物等作成・発送業務 

 

２ 業務の目的  

 本業務は令和 2 年 2 月 13 日から 2 月 14 日にかけて公益財団法人京都産業２１（以

下「財団」という。）が、京都府総合見本市会館において開催する「京都ビジネス交流

フェア 2020」に係る装飾等の一連の業務を行うもの 

 

３ 委託期間 

   委託契約締結の日の翌日～令和 2 年 3月 1３日（金） 

 

４ 業務内容  

（１） 「京都ビジネス交流フェア 2020」に伴う出展会場の設営、会場受付、休憩コーナー

等の設置、オープニングセレモニーの実施、会場案内のための看板・装飾の設置並び

にそれらに係る工事等一切の業務 

※ただし、資材等の搬入、設置は令和 2 年２月 12 日午後 5 時までに完了するものと

します。 

 

（２）会期終了後（令和 2 年 2 月 14日午後 5 時）、速やかに本件に係る搬入物品、資材等

の撤去を行い、同日午後 7 時を目途に原状に復する業務 

 

（３）次の印刷物の作成を行う業務 

   ・出展者ガイドブック  6，０００部（A4 両面１色中綴 全 190 頁） 

・案内リーフレット  ６５，０００部（A4巻き三折両面カラー） 

・ポスター         ８００部（B2片面カラー） 

・会場案内図      ５，０００部（A3両面カラー） 

・ＤＭ発送用透明封筒 ２５，０００部（長 3） 

・出展者証       １，２００枚（ネームカード、イベントパス） 

・出展者マニュアル     ３００部 

・駐車証          ２００枚 

・駐車場マップ     １，０００枚 

・ドリンクチケット     ７００枚 

 

（４）次の印刷物の発送を行う業務 

   ・出展者証         ２００枚 

・駐車証          ２００枚 
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（５）出展者ガイドブック作成における、掲載企業との調整を行う業務（WEB 入力等） 

（６）「京都ビジネス交流フェア 2020」に関するホームページの作成を行う業務 

 

５ 業務に関する指示 

会期中に財団または出展者から業務に係る補正等の指示があった場合には、速やかにそ

の指示に従い業務を行うものとします。 

 

６ 個人情報の保護 

   本委託業務を通じて取得した個人情報については、京都府個人情報保護条例に基づき、

適正に管理し、取り扱うこととします。 

 

７ 再委託の禁止 

（１）受託者は、財団の承認を受けないで、再委託をしてはならないこととします。 

ただし、協議のうえ財団が必要と認めた場合は再委託を行うことができます。 

 

８ 調査等 

財団は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査

し、又は報告を求めることができることとします。この場合において、受託者は、これ

に従わなければならないこととします。 

 

９ 成果品の利用及び著作権 

（１）受託者は、業務委託の成果品に対し、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定す

る権利を業務完了、検査合格後に京都産業２１に無償譲渡するものとします。 

（２）受託者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとします。 

（３）受託者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に

関して著作権侵害が主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとします。 

 

１０ 瑕疵担保 

   本業務完了後において、成果品に瑕疵が発見された場合は、財団の指示に従い、必要

な処置を受託者の負担において行うものとします。 
 

１１ 損害賠償 

   受託者は、本業務中に生じた受託者の責めに帰すべき諸事故に対して責任を負い、損

害賠償の請求があった場合には、受託者が一切を処理するものとします。 
 

１２ 資料の貸与 

   本業務において必要となる資料等は、必要に応じて受託者に貸与します。受託者は借

り受けた資料の適正な管理を行うとともに、本業務完了後速やかに返却するものとし

ます。 
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１３ 特記仕様書 

   受託者が、企画提案した内容については、本仕様書と併せ、本業務の特記仕様書とし

て取り扱うものとします。 

 

１４ 完了報告及び検査 

受託者は、本業務を完了したときは、遅滞なく完了報告書を財団に提出し、財団の検

査を受けるものとします。 

 

１５ その他 

（１）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、財団

と受託者とが協議して定めるものとします。 

（２）本業務は財団の委託業務であり、業務の成果については財団に帰属します。 


